
 

小学校４年生移動教室検討委員会の設置について 

 
１．検討委員会設置の目的 

学習指導要領では、移動教室を特別活動の学校行事における遠足・集団宿泊的行事に

位置付けており、日常とは異なる環境や集団生活の中で、自然や文化などに親しむとと

もに、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについて体験を

積むことを目的にしている。 
本区では、現在小学５年生から中学２年生で移動教室を実施している。コロナ禍前ま

で実施していた宿泊を伴う小学４年生の移動教室の実施も含め、４年生の体験活動や各

学年の発達段階に応じた校外学習・宿泊学習の在り方、教育的意義等を整理するため、

「小学校４年生移動教室検討委員会」を設置する。 
 
２．検討スケジュール（予定） 

令和８年４月１７日 第１回検討委員会実施 
    ４月２７日 教育委員会にて検討委員会設置の報告 

５月中旬 第２回検討委員会実施 
５月末または６月初め 教育委員会にて報告 

 
３．検討委員会 委員一覧 

委員長 教育長 清野 正 

委 員 

教育部長 岡田 英男 

小学校校長会長 目白小学校長 稲垣 昌弘 

中学校校長会長 明豊中学校長 牧野 崇 

小学校校外学習担当部長 朋有小学校長 石川 悦子 

小学校ＰＴＡ連合会会長 富士見台小学校ＰＴＡ会長 滝澤 伸光 

教育部学務課長 渡邉 明日香 

教育部指導課長 鈴木 恭子 

教育部教育センター所長 木田 義仁 
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